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Plant鉄道システムにおける予算制度の創設

一一一1880年代のアメリカ鉄道業にみられる先駆的事例

森 J1[ 章

I 予算制度史研究の現状と課題

予算制度が1920年代以降のアメリカで，企業経営の中に急速に普及していっ

たことは周知の事実であるが，その発生史的理解に関しては，大学の論者が，

第一次世界大戦後四過剰生産恐慌を直盤的な契機として指摘し，さらに間接的

な影響として1921年の連邦政府の予算および会計法の制定と科学的管理法にも

とづ〈標準思考の発展をあげるにとどまっている九

他方，このような理解に対しては，社会事象においても突然の飛躍はありえ

ないという観点に立って. 1920年代以前における生成過程を検討した研究も少

数ながら存在する"。 しかしながら，それらの研究は，主として1900年前後か

ら1910年代に発表された二，三の論者の見解の中に予算制度概念の生成・発展

を見ょうとする，いわば，論史のレヘルでの検討であった。したがって，予算

制度の生成・発展を企業経営の実践の中で具体的に分析する点においては，な

お不足するものがあり，歴史的評価を確定しえない面が残る。たとえば，いか

る産業のいかなる企業が，経営管理上のいかなる問題に直面する中で予算制度

の創設に至ったのかという，いわば歴史研究に不可欠の歴史・具体的分析とい

1) 古川栄一『予算統制論』増補版， 1961年"， 49→0ペーク，吉田弥雄 r予買統制論』増補改定3
庇 1962年. 3与一39ベ-'./;IJ林靖雄「管理会計の発展とそ白体系J，田島四郎責任編集『現代
会計字体系Jlm， 19613年. 601-602ぺージ，津田博士「子宮統制j論 1，溝口一雄編「管理会計講
義辺， 1町2年， 91 但ヘデ。

2) そりような研究の代表的業績としては，つぎのものがある.辻厚生『管理会計発達史論11. 19 

71年，世田礼三「ヘソリ ・ヘスの経営計画論J，W立教経済学研究』第14巻(第1号)， (第2

号)， 19GC年， G月， 10月。
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う基本課題が未解決の主まに残されているといえよう。もちろん，かかる研究

の現状が，企業の内部管理諸制度史研究一般に共通する研究資料の入手困難住

に規定されていることは否定しない。しかし，だからといって今後に残された

課題そのものが無〈なるわけではなL、。 その意味では， 経営史的研究による

事実認識の豊富化じそれにもとつく従来認識の再検討・再評価が必要といえ

る3)。

予算制度史研究のかかる課題を一挙に果すことは不可能に近いことであるが，

本稿ではかかる課題解明の一端を担うものとして，アメリカの一鉄道V 見テム

に創設された予算制度を検討する。

II 巨大鉄道システム形成と全般的管理技法の捜索

本稿での分析対象は，1880年代初頭の Plant鉄道、ン只テム心に創設された予

算制度であるが，分析にいきなり進む前に，この予算制度創設の経緯を示して

おこう。

チャ γ ドラ 〈ん D.Chandlcr， Jr目〉は，アメリカ鉄道業発展史の三大時期

区分を提唱し第一期 (1840年代末-1870竿代不況〉を路線網の持続的拡大と

経常細織改革の時代とし，第二期 (1870年代不況-1900年代初頭〕を競争と統

合の時代としている。そして，この第二期においては，運賃率の急落E巨大鉄

道システム形成およびそれに伴う路線の過剰建設が特徴的だったことを指摘し

ている日。

3) 丘年では， 192C年代以前においても予算制度の先駆的実践が存在したはずだとする論者も民受
けられるようになった。ここではつぎのもりを指摘するにとどめ，論評は控える。山田庫平「予
算主主制の歩みJ.角荘光 ・綱島将吉・山田高平『予算統制P基礎'.!I. 19721F-， 24-32ペ リ j 津

曲直拐『管理会計論Jl.1977年， 88ベージ.
4) Plant鉄道ツステムとは，サウス カロヨイんクョージア，プロリダの諾州に存在した多数
の鉄道会社と汽船会社からなる統合体である。 このシステムの形成は， 187ヲ年から着手され，
1田4年には，鉄道路線800マイル，定期航路600マイルに達していた。 Plant鉄道ジステムという
名称は， ヘンリー B プヲシト (H叩 ryB. Plant)がシステム内の主要諸企業の筆頭株主社
長であったことに由来している。

5) A. D. Chandler， Jr.， The Visible Hand， 1977. p. 88; A. D. Chandler. Jr.. The Rail. 
roads: The Nation's First Big Business， 1965， pp. 159-162 
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チャンドラーのかかる時期区分とその時代把握ほ. 19世紀アメリカ鉄道業発

展史の概括として，一般に認められるところであろうへ したがって，かかる

時代把握を前提にして，第二期における鉄道業の経営管理問題を考えれば，形

成される巨大鉄道システムの体系的・効率的管理の確立が焦眉の課題であった

といえる。事実.Plant鉄道システムの予算制度創設を手がけたH.S ヘイソ

ズ(H.S. Haines)η も，当時の鉄道経営の最大の課題をこの点に求めていた。

彼は，当時の鉄道業における企業統合を避け難い傾向と認めたうえで，問題は.

「かくして形成される巨大組織をいかに効率的に管理するかJ"にあると力説

している。

そして， Plant鉄道システムの予算制度もこの課題解決の一環として創設さ

れたものであった。もちろん，他の企業経営の中にその手木を求めることがで

吉なかった当時にあっては，この予算制度創設に至る過程は単純ではなく，一

連の試行錯誤を経ている。創設に室る経稗を次にみてお ζ うo

試行錯誤の手始めの試みは， Plant鉄道システムの主力鉄道であるサノミナ・

フロリダ・ァ y ド・ウ z スタン鉄道 (Savannah，Florida & Western Railway 

Company，以下.S. F. W 鉄道と略〉における費用削減として開始された。

この鉄道は. 1884年には 500マイル以上の路線 E広大なターミナノレ設備を有し

ており，このターミナル設備の中には，貨物を外洋航行船 Cseagoingvessels) 

および河川航行船 (river craft) に積みかえるためのドッグも含まれてい

6) Cf石井彰次郎『アメリカ鉄道論J]， 1969年" 37ー105へ ::/;呉天陣『アメリヵ金融資本成立
史J]， 1971年.18-19ベ ク，鎌田正三「第一次大戦前回アメリカ資本主義ム宇野弘蔵監修『帝
国主義の研究3 アメリカ資本主義~. 1973年， 9←soベージ。

7) へイソズは Plant鉄道ジステムの主力鉄道である S.F. W 鉄道(控述〉の取締役総括管
理者 (general:manager)であった。彼は後に，鉄道経営問題を検討する機関として結成された
アメリカ鉄道協会 CAmcrica.nRuilway As:e吋ation)町会長を引き受けており，また 7メリ
カ土木技師協会 (AmεricanSociety of Civil Engin回目〉の会員であった。
なお，本稿と揖討する予算制皮創設司事例は，般が“Eiliじlel】tRailroad Manageme国 Ad.

van臼gesof an Advisory Board to the General Ma田 ger"白表題で R叫 1τι'ayR向日叩，
October 1884 に発表した論稿に紹介されている。なお，こ白論稿は H.S. Haines， American 
Railway Manage?匁朗九 1897.Iと収録されている。本稿の検討は，同書1907年版によった。

8) Haines， op. dt.， p‘ 153 
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た引。 Lたがって，その規模からすれば，近代的管理組織を持たずには経営で

きない規模であったといえる1ohそLて実際に，その組織形態はアメリカでは

早くからベンシノレベニア鉄道などで発展させられたものと同様なものとなって

いた。 つまり， 権限・責任の分割・下部委譲にもとづく分権的・ライン・ス

タッフ制地区組織 (decentralizedline-and引 affdivisional form)を形成して

いたのである山山。

しかるに，費用管理については，全く手がつけられない状態にあった。この

聞の事情をへイ γズは次のように語っている。 r営業量 (business)が急速に

拡大L その準備に大わらわであった時期にあっては，まずもって仕事をこな

すのに精一杯で，業務を遂行するための最も安価な方法を捜すなどという ζ と

に注志を払う余裕はなかった。かかる事態はあまりにも多額の金が使われすぎ

ているということが認識されだし，その縮減へと思いが及ぶまで続いたJ13)。し

たがコて， いざ節減を問題にしてみても， 約15万ドノレの毎月々の支出の中で

「サーピスを低下させず忙節減をなしうるのはどの部分であるかをE確に決定

するととは容易ではなかったJ140へインズの認識によれば，これをおこないう

るためには次の二つのことが必要であった。一つは，支出についての詳細な分

析と鉄道業務についての詳細な知識であり，もう一つは，財産管理責任を負う

管理者 (manager) が支出の検討に必要な時聞を十分にもっていることであっ

た。しかるに， とくに後者についての実情は，非常に不満足なものであった問。

9) Haines， op口 t.，p. 150 

10) エリー鉄道で組織改革を提唱したダニエル C.マッカラム (DanielC. McCallum)は， 1956 

年目報告書り中 C，路韓日マイルの小規模世道と酪根500マイルの大規模鉄道とでは，明らかに
異なる管理組織でなければなら阻ことを力説している。 Cf.Chandler， op. cit.， p. 101. 

11) H司田s，op. cit.， pp. 155-156， p. 168. Cf. A. D. Chandler， Jr.， The Visible Hand， 1977， 
pp. 105-109 

12) なお，ベンシルベエア鉄道は，巨大鉄道ジステム形成に伴い， 1873年に，旧来の(1857年以来
白〉分権制 (d"，centmli?pの組識に改善を加え，各地区 (divisio叫が有機的に統合管理しか
っ戦略的意思決定と現業的 (operational)管理を明瞭に区分する組織形態を確立した.そして，
Plant鉄道システムは， 1880年代に，このAγシルベェア鉄道型の分権制組描を採用レた数少な
い鉄道γステムの一つでもあったo Cf. Chandler. op. cit.， pp. 175-181 

13)， 14)目 15) Haines， op. cit.， p. 159 
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つまり，あらゆる費用は地区支配人(superin tenden t)の承認がなければ支出

できないようになっており，したがって地区支配人の管理下におかれてはいた

のであるが，彼の業務量は膨大であり，とても支払証葱 (vouchers)を つ一

つ検討してレる暇はなかった。 r彼が一日なり二日なり事務所を空ければ，彼

の戻るまで待つてはおれないような支払証葱が山積みされた」16」その結果，

実情を無視した不合理な支出削減がおこなわれたり，あるいは逆に，現金支出

が， 本来その支出に責任を負うべき人々の管理 (contr()l) 外でなされてしま

うとし寸事態が生じてし、た。したがって，理屈のうえではともかし実際には

非常に不満足な状態にあり，費用支出は有効な管理下にはなかったのであるm。

かかる段階で，まず第ーにとられた対策は，地区支配人の多j亡さゆえに実効

性をもちえな〈なっている費用支出の監査・承認制度の改善であった。つまり，

支出に対する監査・承認およがその他の職責 (duties) を担うコ:/fローラー

が任命され，次の条項からなる通達が出された1引。

I 今後，あらゆる勘定は，コ Y トローラーの資格を与えられる役員 (0伍cer)

の指揮下で監査されるものとする。

E 今後，収入 (earnings)および支出 (expenses)の監査人達は，コント

ローラーに報告するものとする。

E 今後，費用諸勘定は，次のように監査されるものとする。

1 材料 (materials)および消耗品 (supplies)勘定は，価格および品質

について購買部長 (purchasingagent)によって認証される (becerti-

fied) ものとする。

2 購買部事務所を経ない給料支払やその他の勘定は，総括管理者や地区

支配人あるいは，その費用が生じる部門の長により認証されるものとす

る。

N.すべての支払証滋は，支払以前にコ Y トロ ラ によって認可され (be

16)， 17) Haines， op. cit.， p. 160 
18) I-Iaine:s， QP. cit.， ppo. 160-161 
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V. 今後唱コントローラーが当社の収入や支出ならびに当社のリース路線や

自社営業路線の収入や支出に関する報告書を提出するものとする。また，

彼は，要求どおりの統計的情報を集めるものとする。

VI. 今後，諸部門の長 (heads01 departments)および他の諸役員 (officres

and agents)は，コントローラーが要求する報告書を作成し，情報を彼に

提供するものとする。

この措置によって，個々の費用支出に対する監査・承認制度は大幅に改善さ

れたが，へインズは，この段階で「会計責任を確定し，その適切な検査 (exam-

ination)および監査 (audit)の体制を用意するについては， 今や我々は正し

く馬の背に鞍をのせた。しかし，なおまだ我々は正しくその手綱を掌中に納め

ねばな bなかった」聞と事態を評価し1いる。つまり，へインズにあっては，

費用管理の問題は，単に個々の支出の監査・承認制度を合理的なものとするだ

けではすまない問題として認識きれていたのである。

そして，この点は，当時の鉄道業における経営管理問題に対する彼の認識か

らすれば，当然のととでもあった。へイ y ズは， 先述のように rr企業統合の

結果〕形成される巨大組織の効率的管理」加が問題であると指摘したうえで，

さらに次のように主張している。巨大組織が効率的であるためには，権限と責

任の分割・下部委譲が不可避であり，さらに rかかる巨大Y ステムの長が白

から保持すべき主要な役割は，アイデアを考えつくことでもなければ，改革を

始めることでもなくてl 彼に責任を負っている人々の諸努力を調整し，それに

よってすべてのものが輝かしい一つの全体の諸部分として存在するようにする

ことであるJ'υ と主張してし、る。つまり，ヘインズにあっては，巨大組織の効

率的運営のカギは権限と責任の分割・下部委譲にもとづく近代的組織の形成と

そこにおける， トップ・マネジメ γ トの調整機能に求められていた。

19) Haines， op. cit句 p.161 

20) Haines， op. cit.， p. 153 

21) Haines， op. cit.， pp. 157-158. 
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へインズのかかる認識のもとに，費用管理改善は第二段階に進み， i手綱を

掌中に納める」叩ための手段が探索された。かかる探索の結果として， S.F.W. 

鉄道に創設された制度が予算制度であった勾〉。そして，この予算制度は， 1881 

年にはその効果を発揮するようになり， 1883年からは Plant鉄道システム内

の他の鉄道へも普及されていった2ヘ
では，この予算制度は，現代予算制度と対比された場合，いかなる特徴を有

するものであったのだろうか。予算制度発生過程の具体的事例にもとづいた検

討を課題とする本稿ではまず第一にこの点が問題なのでつぎに検討しよう。

111 Plant鉄道システムの予算制度と現代予算制度の同質性

一般に，経営管理制度の発生史的検討におい亡，先駆的と思えるある事例が

存在する場合，その事例が現代管理制度の系譜に位置しうるか否かの判断は，

その事例jと現代管理制度の両者に，本質的機能の同質性が見られるか否かによ

って判断されるべきであろう。

ところで，現代予算制度の本質的機能は何E考えるべ者であろうかの~ "1キ

ンゼー CJ.O. McKinsey)以来， その機能は計画・調整・統制の三機能にあ

るとされてきた加のであるが，現在では，予算制度論が依拠してきた伝統的経

営管理論(=経営管理過程論〉に対する批判・再検討'"およびそれとは一定の

距離と対応関係を保って展開された管理会計の体系化論議mを経る中で，従来

の平盤な理解から脱しつつあると考えられる。

たとえぼ， 経営管理の枠組論に大きな影響を与えたアンソニー(R. N. 

Anthony)は，管理階層差異に着目して，経営管理活動の三区分，つまり戦略

22) Haines， op. cit.， p. 161 

23) Haines， op. cit.， p. 161 

24) Haines， op. cit.， p. 165 

25) J. O. McKinsey， Budgeta叩白ntrol，1922; p. B.なお，同書全体の恕述では，調整機能に

力点をおいた主張が展開されている。
26) Cf降旗昌彦『桂蛍菅理過程の新展開J]. 197C年， :::l -57.~ージ。

27) Cf津曲直弼，前掲書， 1-70ベーヅ，岡本清「管理会計¢体系J.飯野利夫・山桝忠恕編『会

計学基礎講座3一一世雷管理会計』再版，ユ973年. ~5-45ページ.
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的計画設定，マネジメ Y ト・コ γ トロール，オベレーショナノレ・コントロール

の三区分を提唱し加，さらに，予算制度をマネジメ γ ト・コ y トローノレに属す

るものとしている加。また別の視角からではあるが，計画・調整・統制の三機

能を並列視する見解を批判し，調整こそが他の両機能に共通して内在する基本

機能であるとする論者もでてきている 30)。

かかる情況の中で， 津曲直朗氏は， アメリカの全国産業会議委員会による

1930年の実態調査. NAA公報(1922-1940年〉の諸論議， 1958年の B.H. Sord 

と G.A. Welshによる実態調査報告の検討から，現代予算制度の本質的機能

を「利益目標を志向する水平的・垂直的調整機能」判として検出されている。

ここでは，津由民のこの規定を援用し，かかる機能が Plant鉄道システム

の予算制度に存するか杏かの検討をお ζ なうことにする。

① 利益目標志向の検証

まず第一に問題とさるべきは，利益目標との関連である。結論を先に示せば，

次の諸点から. Plant鉄道システムの予算制度による費用管理は.明らかに利

益目標が管理基準とされていたと判断しうる。

まず第一の論拠は，予算編成過程の中に読み取りうる。 Plant鉄道システム

の予算編成は次の手順でなされていた。まず，各部門の長が，自己の部門の年

間必要費用予定額を個々の項目ごとに詳細に報告する。次に，これら各部門の

予定額が集計され，総額を算出する。そしてこの段階で，算出された総額が，

妥当と思われる額と比較され，もしもそれが妥当と思われる額を越えるもので

あれば3 関係者全員が呼び寄せられ，種々の項目について論議がなされる。そ

Lて，効率的に業務をおこなえば実行可能と思われる水準まで，年間費用予定

総額は切り下げられた山。つまり Plant鉄道システムの予算編成において

28) Robe吋 N.Anthony， Planning and Control Systen“ A F.旭川c<ιorkfor Analysis. 

1965， pp. 15-18 
29) Robert N. Anthony， Manegement Accountt"ng Princtples. 1965， p. 245. 

30) Cf長松秀志「予算制度J. ん即英夫・長松芳若礼編『管理会言i総論J. 1975年， 155-156-、

ジ，津曲直射，前掲書.84へ /0 

31) 津曲直明，前掲書， 125ベージe
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は，費用予算の個々の項目の妥当性を検討する以前に，費用予算総額の水準が

問題にされている。このことは，費用管理の基準が，個々の業務遂行における

技術的合理性とは別個に設定されていることを意味するであろう。

利益目標が管理基準とされていたと判断しうるもう一つの論拠は3 予算意識

の高揚を図るための措置としての報償制度の中に見られる。 Plant鉄道 γステ

ムの予算制度においては，各部門の費用支出に責任のある役員は，費用支出が

自己の年間予定額の範囲内におきまった場合，俸給の 定の割増を受けとるよ

うになっていたが，それ以外に，次のような報償制度が設けられていた。つま

り，会社が年間で 7%配当分の利益を得る場合には，予定額に対する費用支出

の超過の有無にかかわらず，全役員が一定の追加給を受けとる仕組みになって

L 、た日〕。 ζ の後者の報償制度の存在は， 定の配当支払が企業経営の至上命令

であったという事実を示すと同時に，費用管理の基準が，配当支払可能な利益

水準確保におかれていたことを如実仁示Lているであろう G

第三の論拠は， 1883年に営業量 (business)の低下が予想きれた事態の中で

とられた予算修正措置に見出 Lうる。 Plant鉄道ンステムでは. 1883年の春に

その夏の営業量低下が予測されたため，費用削減措置がとられたのであるが，

それは次の手順で進められた。まず，費用削減の全体的基準が，一定バーセン

ト， 定期間として示され，次にその基準にもとついた各部門の実際的な削減

額が算定され，そして，その各々の削減額が各部門長に示された。削減指示を

受円た各部門長は，種々検討したうえで，実行可能な計画を提出した。そして

これらの計画はレくらかの修正を受けて承認され，実施された制。

かかる費用削減措置からわかるように，削減の目標額は，上からー率に示さ

れており，あ〈までも費用削減の総額が第義的に問題とされている。このこ

とは，予算編成過程でも確認したごとし費用管理の基準が，個々の業務遂行

の技術的合理性とは別個に設定されていたことをホLている。

32) 正王aines，op. cit.， p. 161 
33) Haines， op.αt.， p. 165 
;34) Haines， op. dt.， p. 176 
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以上の三点、を総合して考えれば， Plant鉄道V ステムの予算制度は，明らか

に全社的利益目標の達成をその管理基準としたものであったと判断されてよい

だろう。

③ 水平的・垂直的調整機能の検証

次に問題とされるべきは， Plant鉄道vλ テムの予算制度が「水平的・垂直

的」調整機能を備えていたか否かの問題である。この点は，先にもふれたよう

に，予算制度の創設を手がけたへイ νズが，巨大、ノステムの効率的運営のカギ

はトップ・マネジメントの調整機能にあると考えていたこと，そしてさらに，

その調整の具体的手段として予算制度をとらえていたことを想起するだけでも

Plant鉄道vステムの予算告度は I水平的・垂直的」調整機能を備えていた

と想定できるのであるが， ιょではその点を具体的に確認しておιう。

ところで I企業の諸活動の水平的・垂直的調整J~5)， し市、かえれば諸部門

間の調整を図り，なおかっそれら諸部門の活動を全体として，管理・被管理の

垂直的関係のもとに，目標志向的に統合することは， I企業予算を採用すると

否とにかかわらず，経営管理活動にとっての基本的な課題J~6) であり， Iとりわ

けで，それは職能の分化と階層化とが進展する大企業において， トップ・マネ

ジメントの総合管理機能の基軸となるJ37) ことは，一般に承認されるところで

あろう。したがって， ここで問題とされるべきは，かかる「水平的・垂直的調

整機能」が Plant鉄道V ステムの予算制度にL、かに内実化されているかの検

証でなければならなし、。以下では， Plant鉄道システムの予算編成(予算計

画)，予算統制の諸手続を中心に検討を試みる。

(i) 全部門にわたる費用予算

手続面の検討に入る前に， Plant鉄道システムの費用予算の対象となる範囲

を確認Lておく。このことは，予算制度による調整の範囲を確認することでも

あり，是非ともふれる必要がある。

一般に，剥益目標を調整の基準と Fる現代予算制度におい亡は，収益と費用

出入 36)，37) 津曲直射，前掲書.112ベ ジ。



付表 S.F. W 鉄道の1884年度月間費用予算表

Adminis 
RD岨epdawrat-y 

Locomo 

No 
tratlve tive 
Depart. Depart 
虹lent

IIlent ment. 

1 I Salaries not otherwise distributed 事2，195.00

234 AL0Sパt巳盟daavt国uleolrnteee諸axrl国yipJeeg alnlnsseed s s pnntin g 

100.00 
320.00 33 

5.00 
，'j I Legul eKp 3，500.00 

6 I Taxes 2，000.00 
7 I Insurance 1，000.00 

8TGrmavluelllml出gexpd endsoens a 
300.00 

5200日α凶 159 I GraLuiLie:s anu donati口'" 500.00 

10 Incidentals 550.00 

11 
SCGulreraavdneuynazg lnlug au nad nd dietcnhgm1ng eerlng 

400.00 

13 250.00 
14 Gradua 10.00 

15 BBrriiddggee s and culverts of ma剖 nryand iron 35口0

16 s and culverts of wood 2，926.0口

17 Fences， road-crossings and cattle guards 200.00 

18 Cw出 -tat:i 3，400.00 
19 

RFGraao1s 1gs sa，zaxnS1Wd 1iltflacuhsmteems naa11tn1mRd S g tu0r1El tables 
810.00 

20 310.00 
21 50.00 15.00 140 

22 
BBWUUO IIllO ddd mlnrggas s ckaas nud d anggd rro owuunantddes s r aast t taSwt回aavy目ansntaath Ions 

1，100.00 
23 350.00 
24 545.00 
25 Machine and car shops and engine houses 216.00 

26 Terminal facilities 18日00

28 
DLTPoarwcsaosem xelnlnEonsgtugelvps r Pe fcIolaeer rns s gezmneps loyees 

1，250.00 
29 ， 6.5日o
30 
31 

。
口
C



m回 H ，wa邑邑4邑ロ且lIU <;;.11..1'1.1:''''' ... 且'"

33 B口EpkplatfoI11E a11d stock cars 
34 Crank and push car昌 170.00 
35 Machinery， too1s and iITlpl巴rneuts 10.00 827.00 l 
36 Furniture and五xtures 125.00 25.00 
37 Subsistence 3，199.60 

38 Fuel 7 
39 Water 1 
40 

LlLauabbbnoor r eatzltarlneuazdsHlonEIlz R l，tallow and waste 
40.01】

41 
greasg cfarer iEahxt leB 42 

43 Labor on track 12，396.80 
44 2，600.00 
45 1，850口0 250.00 
46 

LACEaonRbnReodn1nr utes c1e1t0aros t nrsd ao，ntbchdlaeegrr五WgkraseIsgzne e edmn ESatsrtiebrus tead nd tram hands 

47 glOeers 10 

48 
TL PFooerSrlS eteegigrarsann ，pd wah gdaaeatnnmch cd aim egts e een lepahnod ne switch m en 

135.00 175.Q01 
49 20.00 
52 
53 
54 Stock killed 

55 

SMLRSfa巴uIIvpmlleeapaonalugygne e andh g ooef f pnWaffvrooEeterrmr deei1egEdgS nen Z1t ppfoert axespa1sgene1nnd 1t 配gwecSr ahracs raf rs 

56 間引
58 775回l
59 
60 

62Rent of bmfff1ooo4rrrmeee1I1gggEs n n n and tracks 
75.0副

67 1 Reoairs of 
68RRReeEp pD airsof pmfraeasi1sgle，hnbt gaeCgr 4gEcasag--Ie -S a n dexpresscars 
69 I Repairs of foreign 

Total 1$14凶叩2町叫29

[出所) H. S. Haines， American Railway Management， 1907， pp. 162-163 

〈注〉 月間子算額は，年間予算額を12等分したもの.
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にかかわる全部門が管理対象とされ，したがって，予算も収指予算と費用予算

の両面から構成されている。しかるに. Plant鉄道システムの予算制度にあっ

ては，付表に示すどとしなるほど全部門の費用支出がその管理対象とされて

おり〔ただし， 取替用の鋼レーんとその留め金は例外。 ζのことは後に言及)，

その意味では全部門を管理対象とする費用予算を有しているが，他方，収益予

算は組まれていない。

Plant鉄道システムの予算制度における収益予算不在というこの事実は.先

に確認した別益管理の存在を示す諸状況と突き合せて考えれば，不思議な現象

ともいえる。利益目標を設定し，それを志向する費用管理がなされるには，費

用の対極にある収益の予測が前提となる。そして， Plant鉄道システムにあっ

亡も， 1883年の予算修正措置り例に見られるごとし営業量り予測は実際にな

されてし、る。しかるに，実際には，収益予算は組まれていない。かかる事態は

いかに説明さるべきであろうか。

これに関しては，断定的に説明しうるだけの根拠をへインズの論稿中に見出

すことはできないのであるが，競争と統合の時代と Lて特徴づけられる当時の

鉄道業の状況を考えれば，ある程度の推測は可能である色

1873年恐慌とそれに続く運賃率切下げ競争のより一層の激化は，それまでの

非公式なプール協定にかえて，一定の統制機構を備えた公式のカノレテノレ形成へ

と向わせた38)0 Lか L，形成された公式カノレテノレも，時とともにその隈界を露

呈していった。つまり，過剰投資・過剰建設に伴う不働費重圧の一般的背景の

もとでは競争力の異なる加盟各社聞の利害対立の完全な調整などありえず，さ

らに， J. 7ーノレド OayGould)などの投機的資本家に支配された鉄道がアウ

トサイダーの側に回ることもあって，カルテノレの規制J力は無刀化した。そしじ

1880年代の初頭には，有力鉄道の経営者は，内陸音防当ら沿岸主要都市に至るま

での全路線を完全に自己の支配下に置く自己完結的巨大システム形成を志向し

38) Chandler，叩 cit.，pp. 123-137;鎌田正三，前崎書， 30-34ベージ，呉責降，前掲書:， 2Cー
23へ-'/0
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つつあった問。かかる状況下にあっては，巨大システム形成と営業量確保に決

定的な影響を及ぼす競争的運賃率の設定，新線建設，既存鉄道の買収，他鉄道

との業務・資本提携などの意思決定は，鉄道経営の戦略的重要事項であり，ま

さに， トップ・マネジメ Y トの主要業務であった叫。つまり，収益確保の主要

局面は，システム内の 鉄道の営業部長の権限と責任をはるかに越えた領域に

あったといえる。

なお，採算無視の運賃契約という現象を呈した当時の営業部の活動について

一言しておけば，確かに，運賃率設定に直接関与したのは営業部のミドノレ・ 7

ネジメントであった。つまり，カノレテノレ加盟諸企業による運賃率設定会議に出

席し，細目を決定したりは彼らであったし，また，荷主との直接的な交渉に当

ったのも，営業部員もしくは代理業者であった41h しかし，彼らの自由裁量の

範囲ほ， トップ・マネジメ Y トの戦略方針と無縁であるはずはなく，むしろ上

記の戦略方針に規定されていたとみるべきであるm

ともあれ，競争構造のダイナミックな変動に直面していた当時の鉄道業にあ

っては，収益確保に関する重要な意思決定(それは同時にz 企業の存亡に直結

する戦略的重要事項〕は， トップ・マネジメントの権限と責任に直結していた。

かかる事情こそが， Plant鉄道システムの予算制度において，収益をその管理

対象から除外した理由と考えられる則。

なお，取替用の鋼レーノレとその留め金が予算とは別枠に処理されている事実

も，この推測を傍証していると考えられる。つまり， S. F. W.鉄 道 で は ， 年

間1650トン (1884年の場合〕の鋼レーノレとその留め金については，ぞれがし、〈

39) Chandler， op. cit.. pp. 140-143 
40) Chandl-er， op. cit.. p. 145， p. 170 

41) Chandler， op. cit.. pp. 143-144. 

42) Cf. Chandler， op. cit.， p. 170， pp. 177-178 
なお， L. Jenks i，当時の鉄油業罫紙により，たびた口問題とされた，コストを無視した運

賃車設定の現象h 単純に営業部門内の無政府唖主解すべきでないと見ている. 口L.Jenks， 
“Early History of A IRailway Organization，" Business History R向 Z白v，Vo1. 35， No. '2， 
Summcr 1961， p. 17ひ

43) この点は，アンソエーが予算制度をマネクメント コγ トロ ルに位置づけたことと符合する.
Cf. An也ony，op. cit.， p. 245. 
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らの費用を要Lょうとも予算とは別枠に，予算に制約されることなく認められ

ていた叫が，これは次のような理由によるものと考えられるからである。

当時は，ベッセマー製鋼法の普及により，鋼の大量供給が可能になったこと

もあって，鉄道レーノレが鉄から鍋へ移行する時期でもあった刷。そしてこの鋼

への移行は，増大する列車運行量の安定的確保および軌道維持費軽減を図るう

えで，決定的な意味をもっていた相。したがって，鋼レーノレへの移行は，当時

の鉄道経営にとって一つの戦略的至上命令であったといわねばならない。たぶ

んかかる事情が Plant鉄道システムの予算から， 鋼レールの費用を除外した

理由と思われる。

したがって， Plant鉄道システムにあっては，企業経営の戦略的重要事項に

属 L トップ・マネジメントり権限と責任に直結する事項については，予算制

度の管理対象外に置くという明確な基準があったと考えて間違いないであろう。

以上の諾点を考え合わせれば， Plant鉄道、ンステムの予算制度は，収益予算

を欠いていたとはいえ，やはり，利益目標を志向するものと Lて，企業の全部

門を管理対象kする 4のであったと考えられる。

(日) 予算編成過程および執行過程における調整機能

次に問題とさるべきは，予算編成，予算統制の諸手続の中に，調整機能を内

実化する措置が組み込まれているか否かである。この点は， Plant鉄道システ

ムの予算制度においてトップ・マネジメ γ トの方から一元的に設定され，提示

される管理基準=調整基準がいかに各部門に受容されていくのか，そのメカニ

ズムをみる中で検証Lておこう。

なお，この受容のメカニズムについて一言しておけば，ここでの問題は，企

44) Haines， op. cit.. p. 166. 

なお，通常の保組に必要なνールとその留め金については，予算に計上されている. (付表差

照〕
45) Cf井正唱勝『アメリカ経営史J)， 1961年.262-264ぺ-~: H. S. Haines， Efficient Raii. 

way OperatiQn， 1919， 'p. 222. 
46) Haine渇.Ibid.， p. 222， p. 314 なお，アメリカで鋼νールを最初に使用したベγタルベニア鉄

遣では.1863年に鋼Vールを輸入しているo Cf. Ern町 yR. Johnson and Thunnon W. Van 
Meter， Princitles of Railroad T1門 町t喧"'τation，19'16， p. 42， 
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業組織の中における指揮・命令の上位権限優位性，さらには被管理者に対する

動機づけなどの問題ではないことをことわっておく。とL、うのは，ここでいう

調整の問題とは，かかることは前提されたうえで，なおかっ，一方においてト

ップ・マネジメントの側から設定され，提示される管理基準と，他方における

諸部門の実行可能限界との聞での調整問題であり，現実に実行可能な水準をい

かに確定するかの問題だからである。

結論を先に示せば， Plant鉄道システムの予算制度にあっては，部門長会議

の合議・検討が調整過程を担っていた。以わ この点を検討するが， 検討は

1883年以前と以後の二つに分けておこなう。というのは， 1882年までは，予算

制度が実施されたのは， S.F. W.鉄道のみであったが， 1883年からは Plant

鉄道ずステム内の他の鉄道，チ十一ノレア、トン・アンド・サバナ鉄道 (Charleston

& Savannah Railway，以下， C. S 鉄道と略〕にも普及され，その過程で多

少の変化・発展が見られるからである。 まず， 1882年までのS.F. W 鉄道の

予算告Ii度を検討しておこう。

予算編成過程においては，先にもふれたように，見積総額水準の検討，業務

改善・費用削減の可能性の検討，そして予算額の確定という一連の過程が，部

門長会議の合議・検討によって担われていた'"。つまり，予算編成過程におけ

る調整は，部門長会議による合議・検討によって果されていたのである。

この点は，予算執行過程においても同様であった。すなわち，確定された各

部門の予算額は12ヶ月に均等分割され，各部門長はそれに対して支出の管理責

任を負うわ吋であるが，予算・実績比較の検討は，毎月一回開催される部門長

会議でなされた。 この部門長会議では， コントローラーが， 各部門の予算・

実績比較月報(当月分の予算・実績比較と当月までのf算・実績累計比較の二

種〕を提出し，各部門長が各費目 ιとの説明，なかんずく予算額より超過した

分についての理由説明をお乙なった削。このように，予算執行過程の調整も，

47) Haines， American Rail"Way Management， 1907. p. 161 
48) Ibid.， pp. 161-165 
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部門長会議の合議・検討によって果されていたのである。

1883年以降についても，部門長会議の合議・検討が調整過程を担う点につい

ては，基本的に同じなのであるが，ただ組織整備の進展が見られるので， ζれ

についてふれておく。

1881年に見るべき成果をあげるようになった予算制度は， 1883年からは C.

S.鉄道にも導入されていった。 そして， それに応じて部門長会議も両鉄道

(S. F. W.鉄道とC.S.鉄道〉の合同部門長会議として開かれるようになれ

さらにそれが，総括管理者の主宰する経営委員会叫(以下，経営委員会と略〕

へと発展した。そして，その過程でかなりの組織整備が図られた。予算制度の

調整機能にかかわるものとしては，現代予算制度の予算課に相当する組織の形

成がみられるυ つまり，両鉄道の夫々に，コ Y トローラー，財務部長，購買部

長の三者からなる予算配分に関する委員会50) (以下，予算配分委員会と略〉が

新設さ礼た。 この委員会の機能を経営委員会の内規 (By-Laws)に見れば，次

のとおりである叩。

第 9条.諸部門の長は，この〔予算配分〕委員会へ自己の部門の支出月報を

白からがおこないたいと思う説明を付して提出しなければならなレ。

第10条.諸部門の支出報告は，各鉄道のこの〔予算配分〕委員会の議長によ

って〔経営委員会に〕提出されなければならない。

第11条，費用負担に関して論議のある諸問題はすべてこの〔予算配分〕委員

会に提出されなければならない，そしてこの〔予算配分〕委員会の措置は，

もしもそれが次回の経営委員会の会議で修正きれなければ，最終的なもの

となる。

つまり， 1882年までのコントローラーの予算関係業務は，予算・実績比較月

49) 原文では，“TheAdvisory B岨 rdto the General Manager" となっているが， その構成
員および議事内容からすれば，現代企業由経営委員会の性格を多分に備えている白で，訳語は
「睦営委員会」としておし Cf.Haines. op. cit.. pp. 168-175 

50) 原士の“distributionof accounts"の訳語を「予算配分Jとした o Cf. Haines， op. cit.， p. 169 

51) Hoines， op. cit.， p. 曲
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報を部門長会議に提出するととにほぼ限られていたが，他方，この予算阻分委

員会の予算関係業務は，各部門間のトラフツレ調整まで含んでいる。もちろん.

現代予算制度の予算課と比較した場合，この予算配分委員会は， と〈に予算編

成方針の立案などには直接たずさわってはいない点において，全く同じという

わけではない。しかし，前節で見たように，コントローラーのもとには収支に

関する情報はもとより，各種の統計的情報が集中されるようになっていた点を

考えれば，予算編成方針の立案担当までには，あといくらの距離もないことも

確かである。

なお，現代予算制度と対比すれば，部門長会議および経営委員会は，予算委

員会に相当する機能を有していたと考えられる。

ところで，かかる機構を備えた予算制度は，実際にはし、かにその調整機能を

発揮したのであろうか。この点につい Cもへインズの言及があるのでふれてお

こう。 1883年の春に，期中予算修正措置がとられて，費用削限がなされた ζ と

はすでに述べたが，この件に関してへインズは， I全責任が総括管理者や地区支

配人によって担われていた時代には， c費用〕削減の際にいろんな困難や衝突

がつきまとったのであるが， c今回の費用削減は7何の閃難中衝突もな Lに実

現されたJ52
) と述べている。つまり， Plant鉄道システムの予算制度は，現代

予算制度と対比された場合，その管理対象および管理組J織のあり方の点で，不

十分性が見られるにしても，現代予算制度の本質的機能である「利益目標を志

向する水平的・垂直的調整機能」を有しており，現実にその機能を発揮しえて

いたと考えられる。

IV 先駆的体系化の意義と限界

Plant鉄道V ステムの予算制度は，その管理対象が収益的支出に限られてい

たとはいえ，その管理領域は全部門にわたっており，各部門の諸活動を全社的

利益H標の実現へ向けて調整するものであった。つまり，それは現代予算制度

田) Haines， op. cit.， p. 176 
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と本質3号機能において同質性を共有してい売。その意味では， Plant鉄道シス

テムに創設された予算制度は現代予算制度の先駆的事例と評価しうる。

ところで， 1880年代初頭のこの事例を予算制度生成史の中にかかる位置づけ

で措定することからは，直ちに次の二つの問題が生じるであろう o 一つは，歴

史的早期性の問題である。つまり，予算制度が企業経営の中に一般的普及を見

るのは1920年代以降であり， 188C年代初頭とL、う時期は，それに先駆けること

半世紀に近い。それだけに， Plant鉄道システムの予算制度創設の必然性理解

が問われてくる。そして，それは現代予算制度生成の必然性理解にもかかわっ

てくる問題である。

もう一つの問題は，現代予算制度との相違性認識の問題である。 Plant鉄道

γ ステムの予算制度を先駆的と評価するにしても，それは現代予算制度と同ー

ではない。したがって予算制度発展史の観点からは，その相違性の如何が間わ

れてくる。

第ーの問題にっし、ては，これまでの分析からも，鉄道業の特殊な状況こそが

生成の最大要因であっただろうと推察できるが，それを確定するためには，上

述の分析以外に，当時の鉄道業の競争状況〈財務・信用過程も含め7刊と，さ

らにその中における Plant鉄道システムの位置の分析が不可欠である。分析

すべき内容からして，稿を改めるのが適切であり，次稿の課題としたい。した

がって，とこでは第二の問題の検討をおこない，本稿のまとめとしておく。

現代予算制度との相違を規定した要因は 様ではない。以下，相違点を，そ

の規定要因も含めて確認しておこう O

第一の相違は，収益予算の欠落にある。この点は，現代予算制度の総合子算

形式と比較すれば，著しい相違を示す。しかし，ここでの形式的差異の強調は，

かかる予算を部分予算にすぎないものとして切り捨てる従来の見解日〕の肯定を

意味しない。前節で見たごとく， Plant鉄道システムの予算制度は，収益予算

を欠いていたとはいえ， I"tU益目標を志向する水平的・垂直的調整機能」を備

53) cf吉田弥雄，前掲書， 33-35ヘージ。
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えていた。その点では，むしろ，形式的差異にこだわりすぎた従来認識の再検

討を促したいところである。にもかかわらず，ここで形式的差異を強調するの

は，この差異が競争構造とそれに規定された経営管理構造の差異に起因すると

思われるからである。

前節では， Plant鉄道システムの子算制度が収益予算をもたなかった理由と

して，当時の鉄道業の競争の主要局面が巨大システム形成にあり，この競争構

造との関連で，収益確保に関する重要な意思決定は，企業の存亡に直結する戦

略的重要事項そのものであり， トップ・マネージメントの権|患と責任に直結し

ていた点をみてきた。もちろん，これだ吋では，上記推測のι十分な論証とはい

えなし、。十分な論証たるには，総合予算形式が整う段階での競争構造と経営管

理構造の検出が不可欠である。その意味では，上記推測は，まだ仮説の域を出

ていなし '0 今後の課題としておく。

相違の第二点としては，収益的支出の各項目に対する標準値の不在を指摘で

きる。この点は，予算編成の個々の支出項Eの検討以前に，まず支出総額の水

準を問題に Lていた点および1883年の予算修正の際に，全部門にー率の削減指

示が出事れ斤点に如実に示きれている。つまり，いずれの場合にも個々の費目

の技術的合理性の検討から出発するのではなしあくまでも支出総額そのもの

が問題となっていた。このこと自体は， Plant鉄道システムの予算制度の利益

目標志向を端的に示しているとはいえ，個々の費目の管理としては，あまりに

も粗雑というほかはない。

現代予算制度は，原価管理制度の発展，なかんずく標準原価計算の発展を前

提しているだけに，変動費・固定費の区分はもとより，原価標準の確定(変動

費に関してはとくに〉を与ている。したがって，現代予算制度にあっては，予

算編成の際に全部門ー率の削減指示が出されることはまずない。各費目の営業

量との関連を考慮~，性格の差異に応じた削減指示が出きれるのが普通である。

したがって， Plant鉄道 γ ステムり予算制度りこの面白粗雑さは，原価管理制

度の未熟性に由来するものと考える必要がある。
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なお，原価管理に関してさらに一言しておけば，当時のアメリカ鉄道業界は，

アノレパート・フインク (AlbertFink) の原価分析をもっており，変動費・回

定費の一定の区分認識は広〈知られていたはずである'"。 そして Plant鉄道

γ ステムにあっても，予算金額の中には，できるだけ正確に算定されたものと

昨年実績にもとづくものとの両者が混在していることを，へインズ自身が認め

ている刷。かかる状況からすれば，全部門一率の削減指示が出された ζ とは，

不思議に思えるのであるが，他面，そうであればあるほど，当時の原価管理の

水準では，変動費に属する項目といえども，確定された標準値をもっていなか

ったと哨断せざるをえない。つまり，当時としては，原価計算の一定の発展は

あったとはいえ，作業そのものの標準化は確立しておらず，原価標準の確立を

見るに至っていなかったと考えるべき己ある。

もちろん，この原価標準未確立と， 'う状況は，単純に計算技法の未熟性に由

来するものとばかりみることはできない。むしろ，鉄道業の産業的特性に由来

する面の大なることも見ておく必要がある。なぜなら，現代にあっても「鉄道

企業は，一般にその経営規模が大であり，且つ経営上の管理単位が多様な大き

さをもって地域的に散在している」山こと.および「客貨を直接取扱う部門で

は，作業の大部分が年や委節や月や日や時間によって変動する輸送需要により

他律的に左右せられ， 工場生産におけるように斉一的な費用構造を前提する

ζ とができないJ57) ことなどから I標準原価の設定は不可能というより無意

味」聞に近い状況にあるからである。

最後に，現代予算制度との相違点をもう一つだけ指摘しておこう。 Plant鉄

道システムの予算制度にあっては，年間予算額が12ヶ月に均等分割され，各部

門長はそれに対して毎月々の支出責任を負っていた。つまり，月次予算は季節

変動を全く無視してレた。この点は，現代予算制度にあっては考えられないこ

とである。なるほど，管理責任の追及という点では，毎月々の予算・実績比較

54) Chandler，υp. cit.， pp. 116-119 
55) Haines， op. cit.， p. 166 

56)， 57)， 58) 富永祐治石井招正『鉄道経営論J.1956年" 384~385ペジa
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のみならず，当月までの予算・実績累計比較も検討されており，その検討過程

で季節変動が考慮されたのは事実である日〉。しかし，予算編成におけるとのよ

うな季節変動の無視や収益予算の不在という点を考えれば.Plant鉄道システ

ムの予算は，およそ資金予算とは無縁であったと判断せざるをえない。したが

って，この点は. Plant鉄道、ンステムの予算制度が他の管理諸制度と有機的に

統合化されていなかったことを示している。

現代予算制度との相違については，以上のほかにも指摘すべき点はあるが，

それらは上記三点ほどには基本的なものではないので割愛しておく。

以上，要するに， Plant鉄道システムの予算制度は，本質的機能の面におい

て現代予算制度と同質性を有しており，その限りにおいて現代予算制度の先駆

的事例と評価しうるのではあるが，それは同時にいくつかの点で，現代予算制

度とは相違しており，時代的，業種的制約をまぬかれていなかった。

したがって，この事例の検討からは，まず第ーに，鉄道業立は何故にかくも

早期にかかる事例を生み出すに至るのか(よれは次稿の課題〉としヴ点と，第

二には，この時代的，業種的制約は予算制度発展史の中ではいかに解決されて

いくのか，そしてまた，予算制度は他の管理諸制度とL、かに有機的に統合され

てい〈のかという点が問題となろ号。今後の課題である。

59) Haines， opα.t.， p. 166. 


